
さかきモノづくり展

坂城幼稚園運動会

南条保育園運動会



◎問い合わせ先　
　女と男ふれあいさかき実行委員会事務局（隣保館内）　☎82－6603

日時　11 月 15 日（土）　午後２時から 場所 　さかきテクノセンター大研修室　

　「男女共同参画社会」の大切さを考え、『すべての女と男が輝くまち』をテーマとして、『女と男ふれあいさかき
2025』を開催します。今回は NHK 放送局で人気番組だった「ためしてガッテン」演出担当デスクの北折一さんをお招
きして、健康や長寿のコツ、地域での活動などについての講演会です。

元 NHK「ためしてガッテン」

　　　　演出担当デスク　　北折　一 　　さん

　住みなれた地域のなかで、誰もが一人ひとりの人権や個性が尊重され、安心して暮らしたいと願って
います。
　町では、町民一人ひとりが共に認め合い、共に支え合う人権感覚を養うとともに、福祉に対する理解
を深め、明るく住みよい人権・共生のまちづくりの実現をめざして、「人権を尊重し豊かな福祉の心を
育む町民集会」を開催します。

『わたしのヤングケアラー』
～障がいのある両親の元に生まれて～

講 師 　高橋　美江 さん
　　　（美容師 / ㈱セレンディピティ代表取締役）

◎問い合わせ先 　福祉健康課　福祉係　☎82ー3111（内線135）直通75－6205

坂城テクノセンター　大研修室

12月６日（土）午後１時30分から

会 場

日 時

人権活動発表（坂城小学校４年生）
記念講演

内 容

無料入場料

演 題

とひ とひ

広報さかき広報さかき　　2025年11月号2025年11月号 22



　９月に国が取りまとめた、「こども虐待による死亡
事例等の検証結果等について（第 21 次報告）」によ
ると、児童虐待による死亡事例は年間 56 件を超えて
います。
　一人ひとりが関心を持ち、みんなで子どもたちの
笑顔を守りましょう。

身体的虐待
殴る、蹴る、叩く、投げ落とす、激しく揺さぶる、
やけどを負わせる、 溺れさせる、首を絞める など

性的虐待
性器などをさわろうとする、子どもに性的行為を求め
る、性的行為を見せる、性的写真の被写体にする など

ネグレクト
家に閉じ込める、食事を与えない、置き去りにす
る、ひどく不潔にする、自動車の中に放置する、
病院に連れて行かない など

心理的虐待
「生まれてこなければよかった」など言葉の暴力、

無視する、きょうだい間の差別、子どもの目の前
で家族に対して暴力をふるう（面前 DV） など

《匿名可能・通話無料・秘密厳守》

虐待かもと思った時などに、すぐに近くの児童相
談所に通告・相談ができる全国共通の電話番号で
す。（一部のⅠＰ電話からはつながりません。）

上記のほかの相談先
■長野県児童虐待・ＤＶ24 時間ホットライン
　☎026－219－2413
■子育て支援センター　☎82－2291
■教育文化課子ども支援室　☎75－6209

◎問い合わせ先　教育文化課　子ども支援室　☎82－3111（内線 253）　直通 75－6209

　町では随時、子育て支援センターで相談を行っています。また、国では子育てや親子関係に悩んだときに、
子ども（18歳未満）とその保護者の方などが匿名相談できる窓口「親子のための相談ＬＩＮＥ」があります。
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　被保険者の方の基礎年金番号または個人番号（マイナンバー）がわかる書類と本人確認書類（運転免許証な
ど）をお持ちのうえ、手続きをお願いします。

■届出・申請する場合に必要なもの
　①被保険者の方の「年金手帳」、「基礎年金番号通知書」、「個人番号（マイナンバー）通知カード」、「個
        人番号（マイナンバー）カード」のいずれか1点
　②・被保険者の方の顔写真付き身分証明書など　１点
　　　例：運転免許証、パスポート、在留カード、身体障害者手帳など

　　・顔写真付きの身分証明書がない場合　２点
　　　例：健康保険証、福祉医療受給者証、学生証、年金手帳など
　※個人番号（マイナンバー）カードは、１枚で番号確認と本人確認を行う
　　ことができます。代理の場合は、委任状など（代理権の確認）にあわせ
　　て、代理人の本人確認が必要です。
　※「免除・納付猶予申請」の際に、配偶者の方が別世帯である場合は、
　　配偶者の個人番号（マイナンバー）の確認が必要となります。

●免除・納付猶予の申請は？
●学生の免除は？ 
●保険料（後払い）の追納は？
●結婚前の年金が合算されているか？
●昔の勤務先で支払った厚生年金の記録は？
●任意加入や受給予定の年金額を増やすには？

日時　11月19日（水）
　　　午前10時～正午（予約制）
場所　坂城町役場　第３会議室（３階）
※相談を希望される方は、11月11日（火）までに

住民環境課住民係へご連絡ください。

11月の長野南年金事務所
出張相談日

◎予約・問い合わせ先　住民環境課　住民係　☎82－3111（内線122・123）　直通75－6204

ねんきんネット 検 索

次のような保険料の疑問はありませんか。
ご予約のうえお越しください。

加入記録や年金見込額試算が、24時間、
パソコンやスマートフォンから確認できます

　日本年金機構では、老齢・退職年金受給該当者の方へ申請書を送付しています。
→前年の申告から変更がない場合は、「変更なし」に◯をし、署名等をしてから同封

した返信用封筒で提出してください。
→扶養親族等申告書を提出しない場合でも、税率5.105%が適用されます。よって、以

下の全てに該当される方、または確定申告により控除を受ける方は提出する必要は
ありません。

　・ご本人が障がい者またはひとり親（寡婦）に該当しない。
　・所得税の控除対象となる配偶者または扶養親族（※１）がいない。
　・退職手当を受ける見込みの配偶者または扶養親族（※２）がいない。

　国民年金保険料は、所得税および住民税の申告において、全額が社会保険料控除の
対象となります。
　令和７年１月１日から令和７年９月30日までの間に国民年金保険料を納付された方
については、「社会保険料（国民年金保険料）控除証明書」が11月上旬に日本年金機構
本部から送付されますので、年末調整や確定申告の際には送付された証明書（または
領収証書）を添付してください。
　また、令和７年10月１日以降に、はじめて国民年金保険料を納付された方について
は、令和８年２月上旬に送付される予定です。

※１：年間所得見積額が配偶者は95万円以下、扶養親族は58万円以下の方に限ります。
※２：退職所得を除いた年間所得見積額が配偶者は95万円以下、扶養親族は58万円以下の方に限り

　　ます。

広報さかき広報さかき　　2025年11月号2025年11月号 44



　被保険者の方の基礎年金番号または個人番号（マイナンバー）がわかる書類と本人確認書類（運転免許証な
ど）をお持ちのうえ、手続きをお願いします。

■届出・申請する場合に必要なもの
　①被保険者の方の「年金手帳」、「基礎年金番号通知書」、「個人番号（マイナンバー）通知カード」、「個
        人番号（マイナンバー）カード」のいずれか1点
　②・被保険者の方の顔写真付き身分証明書など　１点
　　　例：運転免許証、パスポート、在留カード、身体障害者手帳など

　　・顔写真付きの身分証明書がない場合　２点
　　　例：健康保険証、福祉医療受給者証、学生証、年金手帳など
　※個人番号（マイナンバー）カードは、１枚で番号確認と本人確認を行う
　　ことができます。代理の場合は、委任状など（代理権の確認）にあわせ
　　て、代理人の本人確認が必要です。
　※「免除・納付猶予申請」の際に、配偶者の方が別世帯である場合は、
　　配偶者の個人番号（マイナンバー）の確認が必要となります。

●免除・納付猶予の申請は？
●学生の免除は？ 
●保険料（後払い）の追納は？
●結婚前の年金が合算されているか？
●昔の勤務先で支払った厚生年金の記録は？
●任意加入や受給予定の年金額を増やすには？

日時　11月19日（水）
　　　午前10時～正午（予約制）
場所　坂城町役場　第３会議室（３階）
※相談を希望される方は、11月11日（火）までに

住民環境課住民係へご連絡ください。

11月の長野南年金事務所
出張相談日

◎予約・問い合わせ先　住民環境課　住民係　☎82－3111（内線122・123）　直通75－6204

ねんきんネット 検 索

次のような保険料の疑問はありませんか。
ご予約のうえお越しください。

加入記録や年金見込額試算が、24時間、
パソコンやスマートフォンから確認できます

　日本年金機構では、老齢・退職年金受給該当者の方へ申請書を送付しています。
→前年の申告から変更がない場合は、「変更なし」に◯をし、署名等をしてから同封

した返信用封筒で提出してください。
→扶養親族等申告書を提出しない場合でも、税率5.105%が適用されます。よって、以

下の全てに該当される方、または確定申告により控除を受ける方は提出する必要は
ありません。

　・ご本人が障がい者またはひとり親（寡婦）に該当しない。
　・所得税の控除対象となる配偶者または扶養親族（※１）がいない。
　・退職手当を受ける見込みの配偶者または扶養親族（※２）がいない。

　国民年金保険料は、所得税および住民税の申告において、全額が社会保険料控除の
対象となります。
　令和７年１月１日から令和７年９月30日までの間に国民年金保険料を納付された方
については、「社会保険料（国民年金保険料）控除証明書」が11月上旬に日本年金機構
本部から送付されますので、年末調整や確定申告の際には送付された証明書（または
領収証書）を添付してください。
　また、令和７年10月１日以降に、はじめて国民年金保険料を納付された方について
は、令和８年２月上旬に送付される予定です。

※１：年間所得見積額が配偶者は95万円以下、扶養親族は58万円以下の方に限ります。
※２：退職所得を除いた年間所得見積額が配偶者は95万円以下、扶養親族は58万円以下の方に限り

　　ます。
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　学校教育の現状や学力問題などの課題を把握し、改善などに役立てるため、全国の小中学校の小学６年生、中学３年生
を対象に「全国学力・学習状況調査」が実施されました。令和 7 年４月 17 日（中学校理科のみ４月 14 日）に実施した町
内３小学校の６年生の調査結果をお知らせします。なお、調査結果は、国の通知等に基づき学校ごとの公表は行わないため、
中学校は非公表とし小学校は３校まとめてのお知らせとなります。
　　　　　　　　　　　　　　　内容　【実施教科】国語、 算数　【内容】 「知識」と「活用」を一体的に問うもの

国語・算数は全国・長野県平均と同程度、理科は全国平均と同程度、長野県平均をやや上回る結果となりました。

◎問い合わせ先　教育文化課　学校教育係　☎82－3111（内線 253）直通 75－6209　

全国との比較質　　問 全国

朝食を毎日食べていますか。

毎日同じくらいの時刻に起きていますか。

読書は好きですか。

人の役に立つ人間になりたいと思いますか。

平日２時間以上勉強していますか。

５年生までに受けた授業で、PC・タブレット等のＩＣＴ機器を、週３回

以上使用しましたか。

上回りました

上回りました

上回りました

上回りました

下回りました

９８．９

９２．１

７６．４

９７．７

１３．５

９３．７

９１．６

６９．７

９６．４

２４．９

町教育委員会では、この調査結果を踏まえ、児童生徒全体の課題解決と学力向上に
向けた施策の立案・実践に向けて検討を行い、今後の指導改善に活かしていきます。

「国の教育ローン」（日本政策金融公庫）のご案内
　高校、大学等への入学時・在学中にかかる費用を対象とした公的な融資制度です。
お子さま 1 人につき３５０万円以内を、固定金利（年３．１５％（令和７年９月１日現在））で利用でき、
在学期間は利息のみのお支払いとすることができます。
　詳しくは、「国の教育ローン」で検索していただくか、下記のコールセンターへお問い合わせください。

 　　　　　　　　【教育ローンコールセンター】0570-008656（ナビダイヤル）または（03）5321-8656

生
活
習
慣

学
習
習
慣

主な結果は下表のとおりです。数値は質問に対して「はい」と答えた割合です。
単位：%

坂城町

分からないことや詳しく知りたいことがあったときに、自分で学びを考え、
工夫する事はできていますか。

学習した内容について、分かった点や、よく分からなかった点を見直し、
次の学習につなげることができていますか。

授業で学んだことを、次の学習や実生活に結びつけて考えたり、生かした
りすることができるとおもいますか。

下回りました

同程度でした

上回りました

８５．４

８４．２

９１．０

７０．８

８１．７

８３．２

そ
の
他

地
域
と
の

つ
な
が
り

地域や社会をよくするために何かしてみたいと思いますか。

７９．４

８１．３

８２．５

７１．７

上回りました

上回りました
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保健センター

☎82－3111（内線
511）

直通75－6230

　特定健診・一般健診は、生活習慣病の発症や進行、重症化の予防を目的とした健診
です。生活習慣病（高血圧、糖尿病、脂質異常症など）は自覚症状がないため、気づ
かないと進行していき、生活に支障が出る病気（脳梗塞、心筋梗塞など）を引き起こ
します。
　ご自身の健康に自信がある方や、医療機関に定期通院している方も、年１回の健診
で今の体の状態を確認しましょう。

集団健診 保健センターで行います。受診をご希望する場合は保健センターにご連絡ください。

★身体測定
★血圧測定
★尿検査
★血液検査
★問診・診察
★心電図

〇特定健診：無料（心電図含む）
　40 歳～ 74 歳の国民健康保険加入者の方
〇一般健診
　19 歳～ 39 歳の方：2,800 円
　75 歳以上の方：無料
　（心電図を希望する場合は追加料金 900 円）

午前８時 30 分
～ 11 時 30 分

午前９時 30 分
～ 12 時 30 分12 月７日（日）

12 月８日（月）
12 月 9 日（火）

健診日

午後１時 30 分
～３時 30 分

受付時間 対象・料金 内容

令和７年度  坂城町職員採用試験 受験案内

受験申込：　電子申請の他、持参・郵送（紙ベース）による方法が選択できます。
　■電 子 申 請 ：　町ホームページから「ながの電子申請サービス」にログインして手続
　■持参・郵送：　受験申込書及び履歴書を総務課総務係へ開庁日に持参または郵送
　　　　　　　　　申込書等は町ホームページからダウンロードするか、総務課総務係までお問い合わせください。
受付期間：　令和７年11月19日（水）から12月10日（水）　※郵送の場合、12月10日消印有効
受  験  票：　受付期間終了後に郵送　※１月15日（木）までに届かない場合はお問い合わせください。

平成11年４月２日から平成15年４月１日までに生まれた方で、学校教育法による４年
生大学以上を卒業の方行 政

・令和８年４月１日時点で坂城町に住所登録がされている方
・次のいずれかに該当する方は受験できません。
　１）日本の国籍を有しない方　２）地方公務員法第16条に規定する欠格事項に該当する方

受 験 資 格

受 験 手 続 き

坂城町総務課　総務係
☎82－3111（内線212）
直通75－6210　

第１次試験　日時：１月25日（日）午前９時40分（受付開始：午前９時）　場所：坂城町役場
試験の方法及び内容

若干名

試験区分

行   政

行   政
（社会人）

行 政
（社会人）

昭和60年4月2日以降に生まれた方で、大学卒業程度の学力を有し、企業などで１年以
上の勤務経験のある方

試験区分 採用予定人数 採 用 資 格

教養試験（２時間）

大学卒業程度

大学卒業
専門試験（２時間）

専門試験（２時間）
社会人基礎試験（１時間 20 分）

※上記の他、適性検査等（「行政」では合計50分、「行政（社会人）」では合計30分）を実施。

試験の種類 種　　　目

集団健診の日にご都合がつかない場合は、個別健診をおすすめします。

場所：医療機関（医療機関に予約を取る前に、保健センターへの申し込みが必要です。）
　　　実施期間：令和 8 年 2 月 28 日（土）まで　※ 医療機関によって異なる場合があります。
　　　※ 個別健診は 40～ 74 歳の特定健診、75歳以上の一般健診のみです。（無料）

個別健診
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９．不利益処分に関する不服申し立ての状況（令和６年度）

８．勤務条件に関する措置の要求の状況（令和６年度）

３か月以内

（３）育児休業の状況（令和６年度）

平均取得日数制 度 の 概 要

（２）有給休暇の状況（令和６年）

午前８時30分

休憩時間終了時刻
（１）職員の勤務時間（令和６年度）
３．職員の勤務時間その他の勤務条件の状況 （８）職員手当の状況

職員全体に占める
手当支給職員の割合

特殊勤務
手　　当

（６年度）

全 職 種区 分

支給対象職員 1 人
当たりの平均支給年額

手当の種類（手当数）

代表的な手当の名称

18.2％

廃棄物、汚物等処理手当

4,148円

用地交渉手当

徴収手当

６種

時間外勤務手当
（６年度）

支 給 総 額

職員１人当たり支給年額

 42,119千円

307千円
※選挙  投票・開票事務の手当も含まれています。

開始時刻

午後５時15分 午後０時～午後１時

１年につき20日付与
※付与された翌年に限り繰越可能（最大40日） 9.2日

取得者数
取 得 期 間

14人
３～６か月 １～３年６～12か月

10人

※分限処分とは、職員がその職責を十分に果たすことができない場合に行わ
れる処分で、公務能率の維持を目的として行われます。

※懲戒処分とは、職員の一定の義務違反に対する道義的責任を問うための処
分で、公務における規律と秩序を維持することを目的として行われます。

４．職員の分限及び懲戒処分の状況（令和６年度）

分 限 処 分 者
免職

―
計
―

戒告
―

減給
―

停職
―

免職
―

計
１人

降任
―

休職
１人

懲 戒 処 分 者

（１）営利企業従事制限にかかる許可の状況（令和６年度）
５．職員の服務の状況

申請件数 許可件数 内 容
５件

７
11
12
３
33

講座数 受講者数
（人）研 修 区 分

６．職員の研修の状況（令和６年度）

内 容

階 層 別 研 修
専 門 研 修
テ ー マ 別 研 修
そ の 他

計

38
20

347
22

427

新入職員研修、中堅職員研修など
会計・税など行政事務研修
人事評価、情報セキュリティなど
講演会聴講など

認 定 件 数区 分
（３）公務災害補償の認定状況（令和６年度）

　地方公務員法に基づく職員の保健、元気回復その他厚生に関
する事項を実施するため、坂城町職員互助会を設置し各種事業
を行っています。

（２）職員互助会の設置

（１）職員の定期健康診断の状況（令和６年度）
７．職員の福祉及び利益の保護の状況

健 康 診 断 の 種 類 受診者数
定期健康診断（健康スクリーニング）

人間ドック
75人
57人

公務災害
通勤災害

―
―

要求件数　なし

申し立て件数　なし

９７
５
６

２４
０

１３２

５
１
１
０
０
７

１００
４
７

２６
０

１３７

R7.4.1
現在

採用者数退職者数R6.4.1
現在

一般事務職
技 術 職
保 健 師
保 育 士
技能労務職
合 計

職 種

単位：人（１）職員の採用・退職の状況（R6.4.2～R7.4.1）
１．職員の任免及び職員数に関する状況

　人事行政の公平性・透明性の確保を目的に制定した「坂城町人事行政の運営等の状況に関す
る条例」に基づき、職員数や給与、勤務条件などの状況を公表します。

0 人

0 ％

0 人

0 ％

―

―比　　率（Ｂ/Ａ）

普通昇給期間（12 月）
を短縮して昇給した
職員数　  　　　（Ｂ）

技能労務職
0人

一般行政職
91人

代表的な職種

職員数  137人（Ａ）
合 計

区 分
（７）昇給期間短縮の状況（令和6年度）

８
０
２
２
０

１２

414,480円

389,044円

※一般行政職とは、税務職員・保健師・企業職員（下水道）・技能労務職など
を除いた職員をいいます。

41.9歳332,237円

319,808円町

国

技 能 労 務 職一 般 行 政 職
　（R7年4月1日現在）

（３）職員の平均給料・平均給与月額及び平均年齢

区
分 平均給料

月　　額
平均給与
月　　額

平均
年齢

平均給料
月　　額

平均給与
月　　額

平均
年齢

※「坂城町一般職の職員の給与に関する条例」に基づく給料表の級区分による
職員数です。

※標準的な職務内容は、それぞれの級に該当する代表的な職名です。

８

8.6

計課 長
主 幹
技 幹

係 長
主 査
主 任

標準的な
職務内容

区 分

（６）一般行政職の級別職員数の状況（R7年4月1日現在）

主事補
技師補

主 事
技 師 副参事 参 事

１級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級

職員数 (人)

構成比 (％)

93

100.0

0

0.0

３

3.2

33

35.5

24

25.8

25

26.9

※経験年数とは、卒業後直ちに採用され、引き続き勤務している場合は、採
用後の年数をいいます。

７年以上
10年未満

10年以上
15年未満

15年以上
20年未満

（５）職員の経験年数別・学歴別平均給料額の状況

区 分

一般行政職
290,800円

―

266,200円

―

大学卒

高校卒

323,400円

―

経 験 年 数
　（R7年4月1日現在）

※人件費とは、特別職の給料や報酬、職員の給料・手当・共済費などです。
※特別職とは、町長・副町長・町議会議員・農業委員会委員・教育委員会委員・

監査委員・選挙管理委員会委員・消防団員及び各種審議会委員などをいい
ます。

16.04％29,289
千円

8,154,661
千円13,778人

人件費率
（Ｂ/Ａ）

人件費
（Ｂ）実質収支歳出額

（Ａ）
住民基本台帳人口

(R7.3.31 現在 )

（１）人件費の状況（令和7年度普通会計決算額）
２．職員の給与の状況

1,308,153
千円

※職員手当とは、扶養手当・管理職手当・時間外勤務手当・宿日直手当・通
勤手当などで、退職手当は含まれていません。

136人

１人当たり
の給与費
（Ｂ/Ａ）計（Ｂ）期末・勤勉手当職員手当給 料

給与費（千円）職員数
（Ａ）

（２）職員給与費の状況（令和７年度一般会計当初予算）

480,375 104,750 195,405 780,530 5,739千円

事業見直し等による減
事業見直し等による減
事業見直し等による減

事業見直し等による減
事業見直し等による増
事業見直し等による減

増 減 理 由増減数

―
―

△１
△２
△１

―
―

△１
＋１
△１

―
―
―
―

２
２４
１０
３７
１３

１
１０

６
１０
１６

３
３
２

１３７

職 員 数

議会事務局
総 務
税 務
民 生
衛 生
労 働
農 林 水 産
商 工
土 木
教 育
下 水 道
国民健康保険
介 護 保 険
合 計

部 門

（２）部門別職員数の状況と増減（分類は定員管理調査による）

単位：人

坂城町国区 分

（４）職員の初任給の状況（R7年4月1日現在）

一般行政職
大学卒

高校卒

※初任給は、試験採用時によるものです。

224,800円

192,100円

220,000円

188,000円

扶養手当

国の制度
との同異

国の制度と
異なる内容

区　分
（６年度） 国の制度

扶養親族のある職員に
支給されます

住居手当

通勤手当

借 家 又 は 借 間 に 居 住
し、一定額以上を超え
る家賃を支払っている
職員、及び自己が所有
する家に居住する職員
に支給されます

通勤のために交通機関
等を利用して、その運
賃等を負担することを
常例とする職員に支給
されます

異

一部異

同じ ―

長野県と同額

町外に自ら居
住する住宅を
借 り、月 額
12,000 円を超
える家賃を支
払っている職
員は、相当す
る額の 1/3

810,000円

670,000円

602,000円

月 額区 分

（９）特別職の報酬等の状況（R6年4月1日現在）

給 料

町 長

副 町 長

教 育 長

２
２４

９
３５
１２

１
１０

５
１１
１５

３
３
２

１３２

７年度６年度

無退職時特別昇給

勤続20年

勤続25年

勤続35年

最高限度額

支給率

国に同じ

期末手当

1.225月分

1.275月分

2.500月分

6月期

12月期

計

坂 城 町国
勤勉手当

1.025月分

1.075月分

2.100月分

有職制上の段階、職務の
級等による加算措置

自己都合 勧奨・定年

19.6695月分

28.0395月分

39.7575月分

47.709月分

24.586875月分

33.27075月分

47.709月分

47.709月分

期末手当

1.225月分

1.275月分

2.500月分

勤勉手当

1.025月分

1.075月分

2.100月分

自己都合 勧奨・定年

19.6695月分

28.0395月分

39.7575月分

47.709月分

24.586875月分

33.27075月分

47.709月分

47.709月分

坂 城 町国

◯期末及び勤勉手当（令和６年度）

◯退職手当（R7年4月1日現在）

４人

※平均給与月額とは、給料月額に扶養手当、住居手当、時間外勤務手当など
　の諸手当を合計したものです

５件 統計調査員・社会貢献活動等

人事行政の運営等の状況

42.3歳
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９．不利益処分に関する不服申し立ての状況（令和６年度）

８．勤務条件に関する措置の要求の状況（令和６年度）

３か月以内

（３）育児休業の状況（令和６年度）

平均取得日数制 度 の 概 要

（２）有給休暇の状況（令和６年）

午前８時30分

休憩時間終了時刻
（１）職員の勤務時間（令和６年度）
３．職員の勤務時間その他の勤務条件の状況 （８）職員手当の状況

職員全体に占める
手当支給職員の割合

特殊勤務
手　　当

（６年度）

全 職 種区 分

支給対象職員 1 人
当たりの平均支給年額

手当の種類（手当数）

代表的な手当の名称

18.2％

廃棄物、汚物等処理手当

4,148円

用地交渉手当

徴収手当

６種

時間外勤務手当
（６年度）

支 給 総 額

職員１人当たり支給年額

 42,119千円

307千円
※選挙  投票・開票事務の手当も含まれています。

開始時刻

午後５時15分 午後０時～午後１時

１年につき20日付与
※付与された翌年に限り繰越可能（最大40日） 9.2日

取得者数
取 得 期 間

14人
３～６か月 １～３年６～12か月

10人

※分限処分とは、職員がその職責を十分に果たすことができない場合に行わ
れる処分で、公務能率の維持を目的として行われます。

※懲戒処分とは、職員の一定の義務違反に対する道義的責任を問うための処
分で、公務における規律と秩序を維持することを目的として行われます。

４．職員の分限及び懲戒処分の状況（令和６年度）

分 限 処 分 者
免職

―
計
―

戒告
―

減給
―

停職
―

免職
―

計
１人

降任
―

休職
１人

懲 戒 処 分 者

（１）営利企業従事制限にかかる許可の状況（令和６年度）
５．職員の服務の状況

申請件数 許可件数 内 容
５件

７
11
12
３
33

講座数 受講者数
（人）研 修 区 分

６．職員の研修の状況（令和６年度）

内 容

階 層 別 研 修
専 門 研 修
テ ー マ 別 研 修
そ の 他

計

38
20

347
22

427

新入職員研修、中堅職員研修など
会計・税など行政事務研修
人事評価、情報セキュリティなど
講演会聴講など

認 定 件 数区 分
（３）公務災害補償の認定状況（令和６年度）

　地方公務員法に基づく職員の保健、元気回復その他厚生に関
する事項を実施するため、坂城町職員互助会を設置し各種事業
を行っています。

（２）職員互助会の設置

（１）職員の定期健康診断の状況（令和６年度）
７．職員の福祉及び利益の保護の状況

健 康 診 断 の 種 類 受診者数
定期健康診断（健康スクリーニング）

人間ドック
75人
57人

公務災害
通勤災害

―
―

要求件数　なし

申し立て件数　なし

９７
５
６

２４
０

１３２

５
１
１
０
０
７

１００
４
７

２６
０

１３７

R7.4.1
現在

採用者数退職者数R6.4.1
現在

一般事務職
技 術 職
保 健 師
保 育 士
技能労務職
合 計

職 種

単位：人（１）職員の採用・退職の状況（R6.4.2～R7.4.1）
１．職員の任免及び職員数に関する状況

　人事行政の公平性・透明性の確保を目的に制定した「坂城町人事行政の運営等の状況に関す
る条例」に基づき、職員数や給与、勤務条件などの状況を公表します。

0 人

0 ％

0 人

0 ％

―

―比　　率（Ｂ/Ａ）

普通昇給期間（12 月）
を短縮して昇給した
職員数　  　　　（Ｂ）

技能労務職
0人

一般行政職
91人

代表的な職種

職員数  137人（Ａ）
合 計

区 分
（７）昇給期間短縮の状況（令和6年度）

８
０
２
２
０

１２

414,480円

389,044円

※一般行政職とは、税務職員・保健師・企業職員（下水道）・技能労務職など
を除いた職員をいいます。

41.9歳332,237円

319,808円町

国

技 能 労 務 職一 般 行 政 職
　（R7年4月1日現在）

（３）職員の平均給料・平均給与月額及び平均年齢

区
分 平均給料

月　　額
平均給与
月　　額

平均
年齢

平均給料
月　　額

平均給与
月　　額

平均
年齢

※「坂城町一般職の職員の給与に関する条例」に基づく給料表の級区分による
職員数です。

※標準的な職務内容は、それぞれの級に該当する代表的な職名です。

８

8.6

計課 長
主 幹
技 幹

係 長
主 査
主 任

標準的な
職務内容

区 分

（６）一般行政職の級別職員数の状況（R7年4月1日現在）

主事補
技師補

主 事
技 師 副参事 参 事

１級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級

職員数 (人)

構成比 (％)

93

100.0

0

0.0

３

3.2

33

35.5

24

25.8

25

26.9

※経験年数とは、卒業後直ちに採用され、引き続き勤務している場合は、採
用後の年数をいいます。

７年以上
10年未満

10年以上
15年未満

15年以上
20年未満

（５）職員の経験年数別・学歴別平均給料額の状況

区 分

一般行政職
290,800円

―

266,200円

―

大学卒

高校卒

323,400円

―

経 験 年 数
　（R7年4月1日現在）

※人件費とは、特別職の給料や報酬、職員の給料・手当・共済費などです。
※特別職とは、町長・副町長・町議会議員・農業委員会委員・教育委員会委員・

監査委員・選挙管理委員会委員・消防団員及び各種審議会委員などをいい
ます。

16.04％29,289
千円

8,154,661
千円13,778人

人件費率
（Ｂ/Ａ）

人件費
（Ｂ）実質収支歳出額

（Ａ）
住民基本台帳人口

(R7.3.31 現在 )

（１）人件費の状況（令和7年度普通会計決算額）
２．職員の給与の状況

1,308,153
千円

※職員手当とは、扶養手当・管理職手当・時間外勤務手当・宿日直手当・通
勤手当などで、退職手当は含まれていません。

136人

１人当たり
の給与費
（Ｂ/Ａ）計（Ｂ）期末・勤勉手当職員手当給 料

給与費（千円）職員数
（Ａ）

（２）職員給与費の状況（令和７年度一般会計当初予算）

480,375 104,750 195,405 780,530 5,739千円

事業見直し等による減
事業見直し等による減
事業見直し等による減

事業見直し等による減
事業見直し等による増
事業見直し等による減

増 減 理 由増減数

―
―

△１
△２
△１

―
―

△１
＋１
△１

―
―
―
―

２
２４
１０
３７
１３

１
１０

６
１０
１６

３
３
２

１３７

職 員 数

議会事務局
総 務
税 務
民 生
衛 生
労 働
農 林 水 産
商 工
土 木
教 育
下 水 道
国民健康保険
介 護 保 険
合 計

部 門

（２）部門別職員数の状況と増減（分類は定員管理調査による）

単位：人

坂城町国区 分

（４）職員の初任給の状況（R7年4月1日現在）

一般行政職
大学卒

高校卒

※初任給は、試験採用時によるものです。

224,800円

192,100円

220,000円

188,000円

扶養手当

国の制度
との同異

国の制度と
異なる内容

区　分
（６年度） 国の制度

扶養親族のある職員に
支給されます

住居手当

通勤手当

借 家 又 は 借 間 に 居 住
し、一定額以上を超え
る家賃を支払っている
職員、及び自己が所有
する家に居住する職員
に支給されます

通勤のために交通機関
等を利用して、その運
賃等を負担することを
常例とする職員に支給
されます

異

一部異

同じ ―

長野県と同額

町外に自ら居
住する住宅を
借 り、月 額
12,000 円を超
える家賃を支
払っている職
員は、相当す
る額の 1/3

810,000円

670,000円

602,000円

月 額区 分

（９）特別職の報酬等の状況（R6年4月1日現在）

給 料

町 長

副 町 長

教 育 長

２
２４

９
３５
１２

１
１０

５
１１
１５

３
３
２

１３２

７年度６年度

無退職時特別昇給

勤続20年

勤続25年

勤続35年

最高限度額

支給率

国に同じ

期末手当

1.225月分

1.275月分

2.500月分

6月期

12月期

計

坂 城 町国
勤勉手当

1.025月分

1.075月分

2.100月分

有職制上の段階、職務の
級等による加算措置

自己都合 勧奨・定年

19.6695月分

28.0395月分

39.7575月分

47.709月分

24.586875月分

33.27075月分

47.709月分

47.709月分

期末手当

1.225月分

1.275月分

2.500月分

勤勉手当

1.025月分

1.075月分

2.100月分

自己都合 勧奨・定年

19.6695月分

28.0395月分

39.7575月分

47.709月分

24.586875月分

33.27075月分

47.709月分

47.709月分

坂 城 町国

◯期末及び勤勉手当（令和６年度）

◯退職手当（R7年4月1日現在）

４人

※平均給与月額とは、給料月額に扶養手当、住居手当、時間外勤務手当など
　の諸手当を合計したものです

５件 統計調査員・社会貢献活動等

人事行政の運営等の状況

42.3歳
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　犬
・
猫
な
ど
の
ペ
ッ
ト
は
、私
た
ち
の
生

活
に
潤
い
と
安
ら
ぎ
を
も
た
ら
し
て
く
れ

ま
す
。そ
の
一
方
で
、ペ
ッ
ト
の
鳴
き
声
な

ど
に
よ
る
近
隣
と
の
ト
ラ
ブ
ル
や
フ
ン
の

処
理
に
対
す
る
苦
情
な
ど
も
多
く
寄
せ
ら

れ
て
い
ま
す
。

　飼
い
主
の
皆
さ
ん
は
、責
任
を
持
っ
て
し

つ
け
を
し
、人
と
動
物
が
安
心
し
て
暮
ら
せ

る
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。

広報さかき広報さかき　　2025年11月号2025年11月号 1010



７月４日

７月７日 ▲坂城テクノセンター

◀リアル企業体験

さかきモノづくり展が開催されました

レゴで体験　　　　▶
プログラミング教室

測定調査時期

散布４日後

調 査 結 果

散布２日後

苅屋原 上 平 中之条

　調査した４地点32検体すべてが、
国の基準である濃度評価値（60
μｇ／㎥）を下回る定量下限値
（0.05μｇ／㎥）未満でした。

◎問い合わせ先　商工農林課　農林整備係
　　　　　　　　☎82－3111（内線155）直通75－6207

空
中
散
布
・
無
人
ヘ
リ
散
布
に
お
け
る

安
全
確
認
調
査（
気
中
濃
度
）結
果

日中

散布中

散布直後

日中

早朝

日中

日中

日中

散布翌日

散布当日

散布前日

苅屋原
空 中 散 布 無人ヘリ散布

※空中散布および無人ヘリ散布の実施内容や調査結果に
ついて、詳しくは下記までお問い合わせください。

広報さかき広報さかき　　2025年11月号2025年11月号1111



【
10
月
新
規
採
用
】

　荻
原

　和
希

　企
画
政
策
課

■日　時　11 月 29 日（日）　午後２時開演
■会　場　坂城テクノセンター　大研修室
■入場料　前売券　一般・小学生　500 円
　　　　　　　　　未就学児　無料
　　　　　当日券　一般　　　600 円
　　　　　　　　　小学生　　500 円
　　　　　　　　　未就学児　無料
 　　※定員（180 名）になり次第、販売終了。
　　　　　　　　　　　チケット残りわずか！
詳しくは、下記へお問い合わせください。　

◎チケット販売・問い合わせ先
教育文化課　生涯学習係（文化センター内）

☎82－2069

■日　時　11 月 29 日（日）　午後２時開演
■会　場　坂城テクノセンター　大研修室
■入場料　前売券　一般・小学生　500 円
　　　　　　　　　未就学児　無料
　　　　　当日券　一般　　　600 円
　　　　　　　　　小学生　　500 円
　　　　　　　　　未就学児　無料
 　　※定員（180 名）になり次第、販売終了。
　　　　　　　　　　　チケット残りわずか！
詳しくは、下記へお問い合わせください。　

◎チケット販売・問い合わせ先
教育文化課　生涯学習係（文化センター内）

☎82－2069

役
場
の
人
事
異
動

（
７
日
間
）

　　
納
期
限
ま
で
に
最
寄
り
の
金
融
機

関
ま
た
は
コ
ン
ビ
ニ
な
ど
で
納
め
て

く
だ
さ
い
。（
介
護
保
険
料
は
コ
ン
ビ

ニ
で
は
納
付
で
き
ま
せ
ん
。）

　
口
座
振
替
は
、12
月
1
日（
月
）に

指
定
口
座
か
ら
振
替
を
し
ま
す
の
で
、

振
替
日
前
日
ま
で
に
残
高
を
ご
確
認

く
だ
さ
い
。

　
納
付
方
法
や
口
座
の
変
更
を
希
望

さ
れ
る
場
合
は
、11
月
19
日（
水
）ま

で
に
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。（
ゆ
う
ち
ょ

銀
行
は
次
の
期
か
ら
の
振
替
に
な
り

ま
す
。）

◎
問
い
合
わ
せ
先

　
総
務
課
　
収
納
推
進
係

　
☎
８
２
―
３
１
１
１（
内
線
１
４
２
）

　
直
通
７
５
―
６
２
０
６

　
毎
年
11
月
25
日
か
ら
12
月
１
日
ま

で
の
１
週
間
は
、国
の
犯
罪
被
害
者

等
基
本
計
画
に
よ
り「
犯
罪
被
害
者

週
間
」と
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

　「
犯
罪
被
害
者
週
間
」は
、犯
罪
被

害
者
等
が
置
か
れ
て
い
る
状
況
や
犯

罪
被
害
者
等
の
名
誉
又
は
生
活
の
平

穏
へ
の
配
慮
の
重
要
性
等
に
つ
い
て
、

国
民
の
理
解
を
深
め
る
こ
と
を
目
的

と
し
て
い
ま
す
。

　
犯
罪
被
害
に
あ
わ
れ
た
方
や
そ
の

ご
家
族
は
犯
罪
被
害
に
よ
る
直
接
的

な
被
害
だ
け
で
は
な
く
、被
害
後
の

精
神
的
シ
ョ
ッ
ク
や
経
済
的
負
担
な

ど
さ
ま
ざ
ま
な
困
難
に
直
面
し
、苦

し
ん
で
い
る
状
況
に
あ
り
ま
す
。皆

さ
ん
の
理
解
と
共
感
、そ
し
て
支
え

が
と
て
も
大
切
で
す
。

◎
問
い
合
わ
せ
先

　
企
画
政
策
課 

人
権
・
男
女
共
生
係

（
隣
保
館
）

　
☎
８
２
―
６
６
０
３

　
町
で
は
、経
済
的
理
由
に
よ
り
就

学
が
困
難
と
認
め
ら
れ
る
児
童
生
徒

の
保
護
者
の
方
に
、学
用
品
な
ど
の

援
助
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　
令
和
８
年
度
に
新
小
学
１
年
生
ま

た
は
新
中
学
１
年
生
に
な
る
児
童
生

徒
の
保
護
者
で
、就
学
援
助
費
を
希

望
す
る
方
は
、申
請
を
行
う
こ
と
で

新
入
学
用
品
費
を
入
学
前
に
受
給
す

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。入
学
前
支
給

を
希
望
す
る
方
は
、下
記
ま
で
ご
連

絡
く
だ
さ
い
。

※
就
学
援
助
制
度
の
受
給
に
は
一
定

の
要
件
が
あ
り
ま
す
。

申
請
締
切
　
11
月
18
日（
火
）

◎
申
請
・
問
い
合
わ
せ
先

　
教
育
文
化
課
　
学
校
教
育
係

　
☎
８
２
―
３
１
１
１（
内
線
２
５
３
）

　
直
通
７
５
―
６
２
０
９

　
町
女
性
専
門
相
談
員
が
、女
性
の

悩
み
や
困
り
ご
と
に
つ
い
て
相
談
会

を
開
設
し
ま
す
。パ
ー
ト
ナ
ー
や
職

場
で
の
人
間
関
係
、仕
事
と
家
庭
の

両
立
、子
育
て
な
ど
の
相
談
に
応
じ

ま
す
。相
談
は
無
料
で
秘
密
は
固
く

守
ら
れ
ま
す
の
で
、気
軽
に
ご
相
談

く
だ
さ
い
。

日
時
　
11
月
19
日（
水
）

　
　
　
午
後
１
時
30
分
〜
３
時
30
分

場
所
　
隣
保
館

　
12
月
４
日
か
ら
10
日
ま
で
の
１
週

間
は
、第
76
回
人
権
週
間
で
す
。

　
昭
和
23
年
、国
連
総
会
で「
世
界
人

権
宣
言
」が
採
択
さ
れ
た
の
を
記
念

し
、採
択
日
で
あ
る
12
月
10
日
を
人

権
デ
ー
と
定
め
、人
権
擁
護
活
動
を

推
進
し
て
い
ま
す
。

　
町
で
は
、人
権
相
談
所
を
開
設
し
、

人
権
擁
護
委
員
が
相
談
に
応
じ
ま

す
。相
談
は
無
料
で
秘
密
は
守
ら
れ

ま
す
。気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

日
時
　
12
月
４
日（
木
）

　
　
　
午
前
９
時
30
分
〜
正
午

場
所

　役
場
第
３
会
議
室（
３
階
）

◎
問
い
合
わ
せ
先

　「女
性
の
た
め
の
相
談
会
」・「
人
権

相
談
所
の
開
設
」の
問
い
合
せ
先
は

　
企
画
政
策
課 

人
権
・
男
女
共
生
係

（
隣
保
館
）

　
☎
８
２
―
６
６
０
３

　
令
和
８
年
２
月
か
ら
栽
培
に
必
要

な
知
識
と
栽
培
方
法
を
学
べ
る「
ト

ル
コ
ギ
キ
ョ
ウ
セ
ミ
ナ
ー
」を
開
講

し
ま
す
。

　「
ト
ル
コ
ギ
キ
ョ
ウ
」と
い
う
花
の

魅
力
や
栽
培
の
楽
し
み
を
知
っ
て
い

た
だ
く
た
め
、受
講
を
お
考
え
の
皆

様
に
向
け
て
プ
レ
セ
ミ
ナ
ー
を
開
講

し
ま
す
。

　
こ
の
機
会
に
ご
参
加
く
だ
さ
い
。

日
時
　
12
月
９
日（
火
）

　
　
　
午
後
１
時
30
分
〜

場
所
　
Ｊ
Ａ
な
が
の
屋
代
支
所
２
階

参
加
費
　
無
料

◎
問
い
合
わ
せ
先

　長
野
県
長
野
農
村
支
援
セ
ン
タ
ー

☎
０
２
６
―
２
３
４
―
９
５
３
６

受
付
期
間

　
11
月
5
日（
水
）〜
11
日（
火
）

受
付
場
所
　
長
野
県
住
宅
供
給
公
社

募
集
団
地
等

　長
野
県
住
宅
供
給
公

　
社
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
い
た
だ
く

か
、左
記
へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

◎
問
い
合
わ
せ
先

長
野
県
住
宅
供
給
公
社
　
県
営
住
宅
課

　
☎
０
２
６
―
２
２
７
―
２
３
２

女
性
の
た
め
の
相
談
会

人
権
相
談
所
の
開
設

　　
千
曲
坂
城
消
防
本
部
で
は
、
甲
種

防
火
管
理
新
規
講
習
を
開
催
し
ま
す
。

　
こ
の
講
習
を
修
了
す
る
こ
と
に
よ

り
、
甲
種
防
火
管
理
者
と
な
る
た
め

の
資
格
を
得
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
各
事
業
所
に
お
い
て
、防
火
管
理
者

が
未
選
任
と
な
っ
て
い
る
場
合
や
、交

代
等
を
予
定
さ
れ
て
い
る
場
合
は
、こ

の
機
会
に
ぜ
ひ
受
講
し
て
く
だ
さ
い
。

日
時

　11
月
27
日
・
28
日
の
２
日
間

　
・
27
日（
木
）午
前
９
時
〜
午
後
５
時

　
・
29
日（
金
）午
前
９
時
〜
午
後
３
時

会
場
　
千
曲
坂
城
消
防
本
部 

２
階

受
講
料
　
６
，０
０
０
円

定
員
　
30
名（
定
員
に
達
し
次
第
締
切
）

申
込
期
限

　11
月
21
日（
金
）

受
付
時
間
　
午
前
８
時
30
分
〜
午
後

　
５
時
15
分（
※
土
日
祝
日
受
付
可
）

申
込
方
法
　
各
消
防
署
へ
お
申
込
み

　
く
だ
さ
い
。（
申
請
者
は
受
講
者
　

本
人
以
外
の
方
で
も
可
能
で
す
。）

◎
申
込
・
問
い
合
わ
せ
先

　
・
戸
倉
上
山
田
消
防
署

　予
防
係

☎
０
２
６
―
２
７
６
―
０
１
１
９

　
・
更
埴
消
防
署

　予
防
係

☎
０
２
６
―
２
７
４
―
０
１
１
９

　
・
坂
城
消
防
署

　予
防
係

☎
８
２
―
０
１
１
９

　　

　　
救
急
搬
送
数
は
増
加
し
続
け
て
お

り
、こ
の
ま
ま
で
は
ス
ム
ー
ズ
な
救

急
車
の
出
動
や
病
院
で
の
受
け
入
れ

が
困
難
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。救

急
医
療
や
消
防
現
場
で
働
く
方
の
声

を
聞
き
、救
急
医
療
に
つ
い
て
考
え

て
み
ま
せ
ん
か
。

日
時
　
11
月
30
日（
日
）

　
　
午
後
１
時
　
30
分
〜
３
時

場
所
　
上
田
文
化
会
館

内
容
　

■
パ
ネ
ル
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン

・
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
　
信
州
上
田

　
医
療
セ
ン
タ
ー
第
一
救
急
部
長
大

　
屋
房
一
さ
ん

・
パ
ネ
リ
ス
ト
　
信
州
上
田
医
療
セ

　
ン
タ
ー
第
二
救
急
部
長
吉
本
広
平

　
さ
ん
・
信
州
上
田
医
療
セ
ン
タ
ー

　
小
児
科
部
長
石
田
岳
史
さ
ん
・
小

　
林
脳
神
経
外
科
・
神
経
内
科
病
院

　
院
長
鳥
羽
泰
之
さ
ん
・
国
民
健
康

　
保
険
依
田
窪
病
院
院
長
城
下
智
さ

　
ん
・
上
田
地
域
広
域
連
合
　
消
防

　
本
部
職
員

■
展
示
・
健
康
チ
ェ
ッ
ク
コ
ー
ナ
ー

◎
問
い
合
わ
せ
先

　
上
田
地
域
広
域
連
合
　
地
域
医
療

対
策
課
　
☎
４
３
―
８
８
１
８

日
時
　
11
月
５
日（
水
）・
12
月
３
日

　（
水
）午
前
10
時
〜

場
所
　
保
健
セ
ン
タ
ー
２
階

内
容

　簡
単
な
体
操
・
血
圧
測
定
、

血
流
改
善
の
学
習
等
、健
康
相
談
も

受
け
付
け
て
い
ま
す
。

参
加
費
　
無
料

◎
問
い
合
わ
せ
先
　

　
保
健
セ
ン
タ
ー

　
☎
７
５
―
６
２
３
０

　
カ
ラ
オ
ケ
、舞
踊
、民
謡
、詩
吟
等

の
活
動
発
表
会
を
開
催
し
ま
す
。

　
皆
さ
ん
の
参
加
を
お
待
ち
し
て
お

り
ま
す
！

日
時
　
11
月
20
日(

木)

　
　
　
午
前
10
時
〜

場
所
　
文
化
セ
ン
タ
ー
大
会
議
室

対
象
者
　
町
内
在
住
の
60
歳
以
上
で

あ
れ
ば
ど
な
た
で
も
参
加
可
能

参
加
費
　
一
人

500
円

申
込
方
法
　
坂
城
町
シ
ニ
ア
連
事
務

局（
坂
城
町
社
会
福
祉
協
議
会
内)

窓
口
に
あ
る
申
込
書
に
参
加
費
を
添

え
て
お
申
込
み
く
だ
さ
い
。

　
・
お
一
人
か
ら
参
加
可
能
で
す
。

　
・
見
学
の
方
も
大
歓
迎
！

申
込
締
切
　
11
月
13
日(

木)

◎
問
い
合
わ
せ
先

坂
城
町
シ
ニ
ア
ク
ラ
ブ
連
合
会
事
務

局(

坂
城
町
社
会
福
祉
協
議
会
内)

☎
８
２
―
２
５
５
１

　
外
国
の
方
な
ど
で
、日
本
語
を
勉

強
し
た
い
方
の
た
め
に「
日
本
語
教

室
入
門
」を
開
催
し
ま
す
。

　
Ｚ
Ｏ
Ｏ
Ｍ
を
活
用
し
た
オ
ン
ラ
イ

ン
で
の
教
室
で
す
。

　
詳
し
く
は
、町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を

ご
覧
く
だ
さ
い
。

開
講
内
容

【
秋
ク
ラ
ス
】11
月
４
日
か
ら
12
月
23

日
ま
で（
全
15
回
）

対
象

　入
門

【
冬
ク
ラ
ス
】令
和
８
年
１
月
６
日
か

ら
２
月
24
日
ま
で（
全
15
回
）

対
象

　入
門

受
講
料
　
無
料

受
講
で
き
る
方
　
入
門
レ
ベ
ル
の
方

　
　
長
野
県
在
住
で
18
歳
以
上
の
方

◎
問
い
合
わ
せ
先

長
野
県
県
民
政
策
課
　
多
文
化
共
生
係

☎
０
２
６
―
２
３
５
―
７
１
３
２
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【
10
月
新
規
採
用
】

　荻
原

　和
希

　企
画
政
策
課

■日　時　11 月 29 日（日）　午後２時開演
■会　場　坂城テクノセンター　大研修室
■入場料　前売券　一般・小学生　500 円
　　　　　　　　　未就学児　無料
　　　　　当日券　一般　　　600 円
　　　　　　　　　小学生　　500 円
　　　　　　　　　未就学児　無料
 　　※定員（180 名）になり次第、販売終了。
　　　　　　　　　　　チケット残りわずか！
詳しくは、下記へお問い合わせください。　

◎チケット販売・問い合わせ先
教育文化課　生涯学習係（文化センター内）

☎82－2069

■日　時　11 月 29 日（日）　午後２時開演
■会　場　坂城テクノセンター　大研修室
■入場料　前売券　一般・小学生　500 円
　　　　　　　　　未就学児　無料
　　　　　当日券　一般　　　600 円
　　　　　　　　　小学生　　500 円
　　　　　　　　　未就学児　無料
 　　※定員（180 名）になり次第、販売終了。
　　　　　　　　　　　チケット残りわずか！
詳しくは、下記へお問い合わせください。　

◎チケット販売・問い合わせ先
教育文化課　生涯学習係（文化センター内）

☎82－2069

役
場
の
人
事
異
動

（
７
日
間
）

　　
納
期
限
ま
で
に
最
寄
り
の
金
融
機

関
ま
た
は
コ
ン
ビ
ニ
な
ど
で
納
め
て

く
だ
さ
い
。（
介
護
保
険
料
は
コ
ン
ビ

ニ
で
は
納
付
で
き
ま
せ
ん
。）

　
口
座
振
替
は
、12
月
1
日（
月
）に

指
定
口
座
か
ら
振
替
を
し
ま
す
の
で
、

振
替
日
前
日
ま
で
に
残
高
を
ご
確
認

く
だ
さ
い
。

　
納
付
方
法
や
口
座
の
変
更
を
希
望

さ
れ
る
場
合
は
、11
月
19
日（
水
）ま

で
に
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。（
ゆ
う
ち
ょ

銀
行
は
次
の
期
か
ら
の
振
替
に
な
り

ま
す
。）

◎
問
い
合
わ
せ
先

　
総
務
課
　
収
納
推
進
係

　
☎
８
２
―
３
１
１
１（
内
線
１
４
２
）

　
直
通
７
５
―
６
２
０
６

　
毎
年
11
月
25
日
か
ら
12
月
１
日
ま

で
の
１
週
間
は
、国
の
犯
罪
被
害
者

等
基
本
計
画
に
よ
り「
犯
罪
被
害
者

週
間
」と
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

　「
犯
罪
被
害
者
週
間
」は
、犯
罪
被

害
者
等
が
置
か
れ
て
い
る
状
況
や
犯

罪
被
害
者
等
の
名
誉
又
は
生
活
の
平

穏
へ
の
配
慮
の
重
要
性
等
に
つ
い
て
、

国
民
の
理
解
を
深
め
る
こ
と
を
目
的

と
し
て
い
ま
す
。

　
犯
罪
被
害
に
あ
わ
れ
た
方
や
そ
の

ご
家
族
は
犯
罪
被
害
に
よ
る
直
接
的

な
被
害
だ
け
で
は
な
く
、被
害
後
の

精
神
的
シ
ョ
ッ
ク
や
経
済
的
負
担
な

ど
さ
ま
ざ
ま
な
困
難
に
直
面
し
、苦

し
ん
で
い
る
状
況
に
あ
り
ま
す
。皆

さ
ん
の
理
解
と
共
感
、そ
し
て
支
え

が
と
て
も
大
切
で
す
。

◎
問
い
合
わ
せ
先

　
企
画
政
策
課 

人
権
・
男
女
共
生
係

（
隣
保
館
）

　
☎
８
２
―
６
６
０
３

　
町
で
は
、経
済
的
理
由
に
よ
り
就

学
が
困
難
と
認
め
ら
れ
る
児
童
生
徒

の
保
護
者
の
方
に
、学
用
品
な
ど
の

援
助
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　
令
和
８
年
度
に
新
小
学
１
年
生
ま

た
は
新
中
学
１
年
生
に
な
る
児
童
生

徒
の
保
護
者
で
、就
学
援
助
費
を
希

望
す
る
方
は
、申
請
を
行
う
こ
と
で

新
入
学
用
品
費
を
入
学
前
に
受
給
す

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。入
学
前
支
給

を
希
望
す
る
方
は
、下
記
ま
で
ご
連

絡
く
だ
さ
い
。

※
就
学
援
助
制
度
の
受
給
に
は
一
定

の
要
件
が
あ
り
ま
す
。

申
請
締
切
　
11
月
18
日（
火
）

◎
申
請
・
問
い
合
わ
せ
先

　
教
育
文
化
課
　
学
校
教
育
係

　
☎
８
２
―
３
１
１
１（
内
線
２
５
３
）

　
直
通
７
５
―
６
２
０
９

　
町
女
性
専
門
相
談
員
が
、女
性
の

悩
み
や
困
り
ご
と
に
つ
い
て
相
談
会

を
開
設
し
ま
す
。パ
ー
ト
ナ
ー
や
職

場
で
の
人
間
関
係
、仕
事
と
家
庭
の

両
立
、子
育
て
な
ど
の
相
談
に
応
じ

ま
す
。相
談
は
無
料
で
秘
密
は
固
く

守
ら
れ
ま
す
の
で
、気
軽
に
ご
相
談

く
だ
さ
い
。

日
時
　
11
月
19
日（
水
）

　
　
　
午
後
１
時
30
分
〜
３
時
30
分

場
所
　
隣
保
館

　
12
月
４
日
か
ら
10
日
ま
で
の
１
週

間
は
、第
76
回
人
権
週
間
で
す
。

　
昭
和
23
年
、国
連
総
会
で「
世
界
人

権
宣
言
」が
採
択
さ
れ
た
の
を
記
念

し
、採
択
日
で
あ
る
12
月
10
日
を
人

権
デ
ー
と
定
め
、人
権
擁
護
活
動
を

推
進
し
て
い
ま
す
。

　
町
で
は
、人
権
相
談
所
を
開
設
し
、

人
権
擁
護
委
員
が
相
談
に
応
じ
ま

す
。相
談
は
無
料
で
秘
密
は
守
ら
れ

ま
す
。気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

日
時
　
12
月
４
日（
木
）

　
　
　
午
前
９
時
30
分
〜
正
午

場
所

　役
場
第
３
会
議
室（
３
階
）

◎
問
い
合
わ
せ
先

　「女
性
の
た
め
の
相
談
会
」・「
人
権

相
談
所
の
開
設
」の
問
い
合
せ
先
は

　
企
画
政
策
課 

人
権
・
男
女
共
生
係

（
隣
保
館
）

　
☎
８
２
―
６
６
０
３

　
令
和
８
年
２
月
か
ら
栽
培
に
必
要

な
知
識
と
栽
培
方
法
を
学
べ
る「
ト

ル
コ
ギ
キ
ョ
ウ
セ
ミ
ナ
ー
」を
開
講

し
ま
す
。

　「
ト
ル
コ
ギ
キ
ョ
ウ
」と
い
う
花
の

魅
力
や
栽
培
の
楽
し
み
を
知
っ
て
い

た
だ
く
た
め
、受
講
を
お
考
え
の
皆

様
に
向
け
て
プ
レ
セ
ミ
ナ
ー
を
開
講

し
ま
す
。

　
こ
の
機
会
に
ご
参
加
く
だ
さ
い
。

日
時
　
12
月
９
日（
火
）

　
　
　
午
後
１
時
30
分
〜

場
所
　
Ｊ
Ａ
な
が
の
屋
代
支
所
２
階

参
加
費
　
無
料

◎
問
い
合
わ
せ
先

　長
野
県
長
野
農
村
支
援
セ
ン
タ
ー

☎
０
２
６
―
２
３
４
―
９
５
３
６

受
付
期
間

　
11
月
5
日（
水
）〜
11
日（
火
）

受
付
場
所
　
長
野
県
住
宅
供
給
公
社

募
集
団
地
等

　長
野
県
住
宅
供
給
公

　
社
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
い
た
だ
く

か
、左
記
へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

◎
問
い
合
わ
せ
先

長
野
県
住
宅
供
給
公
社
　
県
営
住
宅
課

　
☎
０
２
６
―
２
２
７
―
２
３
２

女
性
の
た
め
の
相
談
会

人
権
相
談
所
の
開
設

　　
千
曲
坂
城
消
防
本
部
で
は
、
甲
種

防
火
管
理
新
規
講
習
を
開
催
し
ま
す
。

　
こ
の
講
習
を
修
了
す
る
こ
と
に
よ

り
、
甲
種
防
火
管
理
者
と
な
る
た
め

の
資
格
を
得
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
各
事
業
所
に
お
い
て
、防
火
管
理
者

が
未
選
任
と
な
っ
て
い
る
場
合
や
、交

代
等
を
予
定
さ
れ
て
い
る
場
合
は
、こ

の
機
会
に
ぜ
ひ
受
講
し
て
く
だ
さ
い
。

日
時

　11
月
27
日
・
28
日
の
２
日
間

　
・
27
日（
木
）午
前
９
時
〜
午
後
５
時

　
・
29
日（
金
）午
前
９
時
〜
午
後
３
時

会
場
　
千
曲
坂
城
消
防
本
部 

２
階

受
講
料
　
６
，０
０
０
円

定
員
　
30
名（
定
員
に
達
し
次
第
締
切
）

申
込
期
限

　11
月
21
日（
金
）

受
付
時
間
　
午
前
８
時
30
分
〜
午
後

　
５
時
15
分（
※
土
日
祝
日
受
付
可
）

申
込
方
法
　
各
消
防
署
へ
お
申
込
み

　
く
だ
さ
い
。（
申
請
者
は
受
講
者
　

本
人
以
外
の
方
で
も
可
能
で
す
。）

◎
申
込
・
問
い
合
わ
せ
先

　
・
戸
倉
上
山
田
消
防
署

　予
防
係

☎
０
２
６
―
２
７
６
―
０
１
１
９

　
・
更
埴
消
防
署

　予
防
係

☎
０
２
６
―
２
７
４
―
０
１
１
９

　
・
坂
城
消
防
署

　予
防
係

☎
８
２
―
０
１
１
９

　　

　　
救
急
搬
送
数
は
増
加
し
続
け
て
お

り
、こ
の
ま
ま
で
は
ス
ム
ー
ズ
な
救

急
車
の
出
動
や
病
院
で
の
受
け
入
れ

が
困
難
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。救

急
医
療
や
消
防
現
場
で
働
く
方
の
声

を
聞
き
、救
急
医
療
に
つ
い
て
考
え

て
み
ま
せ
ん
か
。

日
時
　
11
月
30
日（
日
）

　
　
午
後
１
時
　
30
分
〜
３
時

場
所
　
上
田
文
化
会
館

内
容
　

■
パ
ネ
ル
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン

・
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
　
信
州
上
田

　
医
療
セ
ン
タ
ー
第
一
救
急
部
長
大

　
屋
房
一
さ
ん

・
パ
ネ
リ
ス
ト
　
信
州
上
田
医
療
セ

　
ン
タ
ー
第
二
救
急
部
長
吉
本
広
平

　
さ
ん
・
信
州
上
田
医
療
セ
ン
タ
ー

　
小
児
科
部
長
石
田
岳
史
さ
ん
・
小

　
林
脳
神
経
外
科
・
神
経
内
科
病
院

　
院
長
鳥
羽
泰
之
さ
ん
・
国
民
健
康

　
保
険
依
田
窪
病
院
院
長
城
下
智
さ

　
ん
・
上
田
地
域
広
域
連
合
　
消
防

　
本
部
職
員

■
展
示
・
健
康
チ
ェ
ッ
ク
コ
ー
ナ
ー

◎
問
い
合
わ
せ
先

　
上
田
地
域
広
域
連
合
　
地
域
医
療

対
策
課
　
☎
４
３
―
８
８
１
８

日
時
　
11
月
５
日（
水
）・
12
月
３
日

　（
水
）午
前
10
時
〜

場
所
　
保
健
セ
ン
タ
ー
２
階

内
容

　簡
単
な
体
操
・
血
圧
測
定
、

血
流
改
善
の
学
習
等
、健
康
相
談
も

受
け
付
け
て
い
ま
す
。

参
加
費
　
無
料

◎
問
い
合
わ
せ
先
　

　
保
健
セ
ン
タ
ー

　
☎
７
５
―
６
２
３
０

　
カ
ラ
オ
ケ
、舞
踊
、民
謡
、詩
吟
等

の
活
動
発
表
会
を
開
催
し
ま
す
。

　
皆
さ
ん
の
参
加
を
お
待
ち
し
て
お

り
ま
す
！

日
時
　
11
月
20
日(

木)

　
　
　
午
前
10
時
〜

場
所
　
文
化
セ
ン
タ
ー
大
会
議
室

対
象
者
　
町
内
在
住
の
60
歳
以
上
で

あ
れ
ば
ど
な
た
で
も
参
加
可
能

参
加
費
　
一
人

500
円

申
込
方
法
　
坂
城
町
シ
ニ
ア
連
事
務

局（
坂
城
町
社
会
福
祉
協
議
会
内)

窓
口
に
あ
る
申
込
書
に
参
加
費
を
添

え
て
お
申
込
み
く
だ
さ
い
。

　
・
お
一
人
か
ら
参
加
可
能
で
す
。

　
・
見
学
の
方
も
大
歓
迎
！

申
込
締
切
　
11
月
13
日(

木)

◎
問
い
合
わ
せ
先

坂
城
町
シ
ニ
ア
ク
ラ
ブ
連
合
会
事
務

局(

坂
城
町
社
会
福
祉
協
議
会
内)

☎
８
２
―
２
５
５
１

　
外
国
の
方
な
ど
で
、日
本
語
を
勉

強
し
た
い
方
の
た
め
に「
日
本
語
教

室
入
門
」を
開
催
し
ま
す
。

　
Ｚ
Ｏ
Ｏ
Ｍ
を
活
用
し
た
オ
ン
ラ
イ

ン
で
の
教
室
で
す
。

　
詳
し
く
は
、町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を

ご
覧
く
だ
さ
い
。

開
講
内
容

【
秋
ク
ラ
ス
】11
月
４
日
か
ら
12
月
23

日
ま
で（
全
15
回
）

対
象

　入
門

【
冬
ク
ラ
ス
】令
和
８
年
１
月
６
日
か

ら
２
月
24
日
ま
で（
全
15
回
）

対
象

　入
門

受
講
料
　
無
料

受
講
で
き
る
方
　
入
門
レ
ベ
ル
の
方

　
　
長
野
県
在
住
で
18
歳
以
上
の
方

◎
問
い
合
わ
せ
先

長
野
県
県
民
政
策
課
　
多
文
化
共
生
係

☎
０
２
６
―
２
３
５
―
７
１
３
２
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坂城高校

食
育
・
学
校
給
食
セ
ン
タ
ー

☎
８
２―

２
５
５
９

磯香和え（４人分）

も
た
い

　

 

ふ
く
た
ろ
う

よ
し
は
し

　

  

ゆ
な
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☎82－2111
☎82－3630
☎82－2229

☎82－2291
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根

っ

子

竹
・
笹
・
草

剪

定

枝

庭

木

雑

木

生

木

建設  木くずチップ処分  産業廃棄物・一般廃棄物

◎産業廃棄物処分業 
　長野県知事許可2006127108
◎一般廃棄物処分業
　坂城町指令28－227号

木くずチップ工場へのお問い合わせ

長野県埴科郡坂城町大字網掛1372-12
※日曜・祝日休み 8：30～17：00営業

TEL：0268－71－0552
090－3333－0560

★片付けから解体工事まで
★立木伐採
★マニフェスト発行ＯＫ！

ローソン坂城村上店様より上田方面車で１分

HP：https://tanaka-kaihatsu.jp/company/

①粗大ごみ、家電４品目（有料）
②資源物のサンデーリサイクル
　（びん・缶・ペットボトル・プラスチッ
ク容器包装・紙類等・古着等の布類）
③小型家電の無料回収

2 日（日）、16 日（日） 午前８時 30 分～ 10 時
びんぐし湯さん館 第１駐車場

■令和6年９月分　189.51ｔ
■令和7年９月分　198.16ｔ

家庭から収集所へ出される量と
ちくま環境エネルギーセンターに
出される量の合計

10日（月）、20日（木）
午前９時30分～正午
役場第４・５会議室（３階）

17日（月） 午前９時30分～正午
役場第５会議室（３階）

18日（火） 午前９時～午後４時
役場第３会議室（３階）

相談をご希望の場合は、10 日（月）までに住民環
境課住民係【☎82-3111（内線 122）直通 75-6204】
へお申込みください。

10 日は弁護士、20 日は司法書士による法律相談で
す。相談をご希望の場合は、相談日の３日前までに
社会福祉協議会【☎82-2551】へ予約してください。

21日（金） 午前９時～正午
保健センター

お子さんの体重測定や子育て・離乳食の相談な
ど、気軽にご相談ください。相談をご希望の場合
は、事前に保健センター【☎82-3111（内線 512）
直通 75-6230】へお申込みください。

11 月

2 日（日）

3日（月）

9日（日）

16 日（日）

23 日（日）

24 日（月）

30 日（日）

坂口整形外科

もみのき内科クリニック

林歯科医院

二階堂医院

飯島医院

あんず歯科医院

千曲中央病院

千曲中央病院　歯科

とよき内科

島田クリニック

つかだ歯科クリニック

森本眼科クリニック

あんずの里クリニック

渡辺歯科医院

安里医院

菅谷東クリニック

柳沢歯科医院

村上堂大井クリニック

かつの耳鼻咽喉科

【千曲市屋代】

【千曲市寂蒔】

【千曲市上山田温泉】

【千曲市磯部】

【 千 曲 市 中 】

【千曲市須坂】

【千曲市杭瀬下】

【千曲市杭瀬下】

【千曲市磯部】

【千曲市小島】

【 御 所 沢 】

【千曲市内川】

【 千 曲 市 森 】

【千曲市稲荷山】

【 千 曲 市 内 川 】

【千曲市粟佐】

【千曲市稲荷山】

【 網 掛 】

【千曲市粟佐】

☎(026)273-8680

☎(026)272-3610

☎(026)275-1064

☎(026)275-5582

☎(026)272-0269

☎(026)214-6654

☎(026)273-1212

☎(026)273-2130

☎(026)276-0413

☎(026)273-8788

☎82-6988

☎(026)285-0020

☎(026)272-1005

☎(026)272-1313

☎(026)275-7800

☎(026)274-3387

☎(026)273-5638

☎81-3131

☎(026)274-3387

診療時間　医科：午前９時～午後５時　歯科：午前９時～正午

※都合により変更になる場合がありますので、当番医を利用される
場合は、電話・新聞などでご確認ください。

健　診

4か月児健康診査

7か月児健康相談

10か月児健康相談

２歳児健康相談

３歳児健康診査

対　象　児

令和7年７月生

令和7年４月生

令和7年１月生

令和5年7月～8月生

令和4年5月～6月生

受　付　日　時

6日（木）午後1時

12日（水）午前9時

14日（金）午前9時

7日（金）午前9時

13日（木）午後1時

12日（水）▶老人福祉センター
午後１時30分～４時

相談をご希望の場合は、相談日の２日前までに千
曲・坂城障がい者（児）基幹相談支援センター【☎
026-275-0548】へお申込みください。

心配ごと
法律相談

行政相談

年金相談

障がい者（児）
相 談

すこやか相談
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町立図書館  ☎82－3371　開館時間：午前10時～午後６時

令和７年10月１日現在
※（　　）は前月比

世帯数：  6,207世帯（－  4）
人　口： 13,678人    （－13）
　男　：  6,792人　（＋  2）
　女　：  6,886人　（－15）

件　数：　　  4件　
累　計：　　30件　（＋  6）
死　者：　　  0人
累　計：　　  0人　（±  0）
負傷者：　　  6人　
累　計：　　36人　（＋  7）

令和７年９月中
※累計は１月から
　（　　）は前年比

が休館

９月には一般書 62 冊、児童書 75 冊が入りました。
町ホームページで新着図書のリストが見られます。

☆おすすめの本
小松美羽 祈り宿る

（著：小松美羽／求龍堂）
（著：小松美羽／求龍堂）

　狛犬や龍などの神獣を描く坂城町出身の現
代アーティスト・小松美羽さんの作品集。各地
の民話や伝説を図像化した連作、北海道の風土
から想を得た作品などを収める。札幌芸術の森
美術館展覧会の図録。図書館には、小松美羽さ
んのコーナーもあります。

水

５
12
19
26

木

６
13
20
27

金

７
14
21
28

土
１
８
15
22
29

月

３
10
17
24

火

４
11
18
25

日

２
９
16

☆おはなし会　
     ８日（土）午前１０時３０分～
☆「のぽんて」さんの創作紙芝居　
　１５日（土）午前１０時３０分～
☆ちいさなおはなし会～あかちゃんひろば～　
　２８日（金）午前１０時３０分～
☆点字・点訳講座　講師：山口静枝さん
　４日（火）・１８日（火）午後２時～

・こどもが自分でつくるホームベーカリーこどもパン
（著：栄徳剛／ anemosu）
・学校に行くのがつらい子どもの気もち──不登校・登校しぶり

（監修：石井しこう／中央法規出版）
・子ブタたちはどう生きたのか──ぶぅふぅうぅ農園の 7 か月

（著：太田匡彦／岩崎書店）
・コキンちゃんとハンバーガーキッド

（それいけ ! アンパンマンアニメストーリーズ）
（原作：やなせ　たかし、

　　　　　作画：トムス・エンタテインメント／フレーベル館）

　空き家に関する様々な困りごとの解決に向け、司
法書士、宅地建物取引士による無料相談会を開催し
ます。空き家の所有・管理・有効活用等についてお
悩みの方はご相談ください。

【日　　時】　11 月 12 日（水）　午前 10 時～ 12 時
　　　　　　（相談時間は１組 25 分間です。）

【場　　所】　坂城町役場３階　第４会議室

【対　　象】　町内にある空き家、もしくは近く空き
　　　　　　家になることが見込まれる住宅の所有
　　　　　　者（管理者）

【定　　員】　４組（事前予約制・先着順）

【申込期間】　10 月 23 日（木）～ 11 月 5 日（水）

【申  込  先】　長野電子申請システム
　　　　　　での申請もしくは町住
　　　　　　民環境課（☎75－6204）
　　　　　　にお電話ください。

3023

☆一般図書
・小泉セツ──世界で一番良きママさん
（別冊太陽）
（監修：池田雅之／平凡社）
・山に登るなら知っておきたい山の気象がわか
る本──安全に山を楽しむための天気入門
（監修：矢野政人／メイツユニバーサルコンテ
ンツ）
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「広報さかき」へのご意見・ご要望を
お寄せください

登録をご希望の方は、ＱＲコードからアクセスするか次のメール

■編集・発行　〒389-0692 長野県埴科郡坂城町大字坂城10050
　　　　　　  坂城町企画政策課　☎ 0268-82-3111
　　　　　　  直通0268-75-6211　FAX 0268-82-8307
■印　  　刷　株式会社シーデンス

登録をご希望の方は、ＱＲコードからアクセスするか次のメール
アドレスへ空メールを送信してください。　t-sakaki@sg-ｐ.jp

高校生タ
イ国研修参加者募！

　町内在住の高校生または坂城町の高校へ通う高校生を対象とした「坂城町タイ国研修事業」の参
加者を募集します。
　この研修は、将来の坂城町を支えていく高校生に、タイ国で活躍する町内企業の視察のほか、現
地学生との交流や歴史・文化などの異文化体験を通じて国際感覚を養い、坂城町、さらには日本を
再認識するとともに、将来の展望を考える機会とするため実施するものです。
※詳しくは、町ホームページをご覧いただくか、タイ国研修事業事務局 ( 役場企画政策課内 ) までお問い合わせください。

【研修概要】　タイ進出町内企業３社の現地工場視察
　　　　　　在タイ日本国大使館見学
　　　　　　異文化・歴史体験（世界遺産見学）
　　　　　　現地学生との交流（英会話経験）

【研修期間】　令和８年３月 22日（日）～ 26日（木）の３泊５日

【参加資格】　町内在住の高校生または坂城町の高校へ通う高校生

【定　　員】　８名（応募多数の場合は選考になります。）

【応募締切】　令和７年 12月 12 日（金）

【参  加  費】　110,000 円（別途燃油サーチャージ代がかかる場合があります。）

【応募方法】　タイ国研修事業事務局（役場企画政策課内）及び町 HP で配布する申込書に必
　　　　　要事項を記入し、事務局に直接持参するか、又は郵送により提出してください。

◎問い合わせ先　タイ国研修事業事務局 ( 役場企画政策課内 )　☎82-3111（内線 224）　直通 75-6211

◀過去の研修の様子◀詳しくはこちら
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